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令和３年第３回野洲市議会定例会提出案件 

 

１ 決算認定 １０件 

□議第59号 令和２年度野洲市一般会計歳入歳出決算の認定について 

□議第60号 令和２年度野洲市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

□議第61号 令和２年度野洲市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

□議第62号 令和２年度野洲市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

□議第63号 令和２年度野洲市墓地公園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

□議第64号 令和２年度野洲市基幹水利施設管理事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

□議第65号 令和２年度野洲市工業団地等整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

□議第66号 令和２年度野洲市水道事業会計決算の認定について 

□議第67号 令和２年度野洲市下水道事業会計決算の認定について 

□議第68号 令和２年度野洲市病院事業会計決算の認定について 

 

２ 補正予算 ７件 

□議第 69号 令和３年度野洲市一般会計補正予算（第４号） 

①予算額 

・補正前予算額    ２２，５６８，８５４千円 

・補正額          ８１６，５２２千円 

・補正後予算額    ２３，３８５，３７６千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・減収補てん特例交付金の決定（5,000 千円）、普通交付税の決定（384,837 千円）及び臨

時財政対策債発行額の決定（77,458千円） 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（３次分）の計上（36,891千円） 

・公共施設等整備基金取り崩しの取りやめ（△100,000千円） 

・令和２年度国民健康保険事業の決算確定による国民健康保険事業特別会計からの繰入金

の計上（8,981千円） 

・令和２年度介護保険事業の決算確定による介護保険事業特別会計からの繰入金の計上 

 （49,007千円） 

【歳出】 

・令和２年度決算剰余金の 1/2相当額を財政調整基金へ積立て（400,000千円） 

・工業団地等整備事業特別会計への繰出金の計上（280,000千円） 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業費の計上（60,488千円） 

・令和２年度子ども・子育て支援交付金精算に伴う国庫返還金の計上（16,140千円） 

 

□議第 70号 令和３年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 
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①予算額 

・補正前予算額    ４，７２６，９５１千円 

・補正額          ７８，５２０千円 

・補正後予算額    ４，８０５，４７１千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・収支の調整財源として令和２年度繰越金の計上（51,879千円） 

・令和２年度滋賀県国保保険給付費等交付金精算に伴う国保連合会からの返還金の計上 

 （24,893千円） 

【歳出】 

・令和２年度決算剰余金の 1/2相当額を国保財政調整基金へ積立て（40,000千円） 

・令和２年度滋賀県国保保険給付費等交付金精算に伴う普通交付金返還金の計上 

 （26,883千円） 

・令和２年度災害臨時特例補助金（新型コロナウイルス感染症対応分）返還金の計上 

 （1,657千円） 

 

□議第 71号 令和３年度野洲市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

①予算額 

・補正前予算額    ６４０，３７９千円 

・補正額        １４，５２５千円 

・補正後予算額    ６５４，９０４千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・令和２年度決算に伴い余剰となる一般会計繰入金（職員給与費分及び事務費分）を減額 

 （△2,583千円） 

・令和２年度決算の剰余金を計上（17,108千円） 

【歳出】 

・後期高齢者医療広域連合納付金の増額（14,525千円） 

 

□議第 72号 令和３年度野洲市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

①予算額 

・補正前予算額    ４，７１０，５４０千円 

・補正額         １９４，２７２千円 

・補正後予算額    ４，９０４，８１２千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・介護給付費の額確定に伴う追加交付金（国庫支出金）の計上（7,237千円） 

・介護給付費の額確定に伴う追加交付金（県支出金）の計上（8,877千円） 
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・令和２年度決算剰余金の計上（172,215千円） 

【歳出】 

・令和２年度決算剰余金から返還額等を差し引いた額を介護保険給付費準備基金へ積立て 

 （123,768千円） 

・令和２年度介護給付費・地域支援事業費の額の確定に伴う負担金等の返還金を計上 

 （21,497千円） 

 

□議第 73号 令和３年度野洲市墓地公園事業特別会計補正予算（第１号） 

①予算額 

・補正前予算額    ４３，２９６千円 

・補正額        ６，７９９千円 

・補正後予算額    ５０，０９５千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・令和２年度決算剰余金の計上（6,799千円） 

【歳出】 

・令和２年度決算剰余金を墓地公園整備基金へ積立て（6,799千円） 

 

□議第 74号 令和３年度野洲市工業団地等整備事業特別会計補正予算（第１号） 

①予算額 

・補正前予算額    ６１５，０８７千円 

・補正額        △ ４，９７３千円 

・補正後予算額    ６１０，１１４千円 

②補正の概要 

【歳入】 

・利率減及び繰入金に伴う地域開発事業債借換債の減額（△285,000千円） 

・一般会計繰入金の計上（280,000千円） 

【歳出】 

・借換債利子確定に伴う不用額の減額（△4,973千円） 

 

□議第 75号 令和３年度野洲市病院事業会計補正予算（第２号） 

①予算額 

【収益的収入及び支出】 

 〔収入〕〔支出〕それぞれ 

・現計予算額     ３，００８，０２０千円 

・補正予算額        １７，９５１千円 

・補正後予算額    ３，０２５，９７１千円 

【資本的収入及び支出】 
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 〔収入〕 

・現計予算額       ４１０，２４０千円 

・補正予算額       １３０，０００千円 

・補正後予算額      ５４０，２４０千円 

 〔支出〕 

・現計予算額       ４７５，２８３千円 

・補正予算額       １３０，０００千円 

・補正後予算額      ６０５，２８３千円 

②補正の概要 

【収益的収入】 

・新型コロナワクチン接種支援業務市委託金の増額（17,951千円） 

【収益的支出】 

・新型コロナワクチン接種支援業務に必要となる職員手当（15,592千円）、診療材料費 

 （643千円）及び廃棄物処理委託料等（1,716千円）の増額 

【資本的収入】 

・医療機器等整備費として病院事業債を増額（130,000千円） 

【資本的支出】 

・医療機器等整備費（ＣＴ装置、ナースコール設備）の増額（130,000千円） 

 

３ 条例制定・改廃 ４件 

□議第 76号 野洲市税条例の一部を改正する条例 

産業競争力強化法等の一部を改正する法律及び特定都市河川浸水被害対策法等の一部を

改正する法律が公布されたこと等により、所要の改正を行う。 

・附則第 10 条の２ 法改正に伴う法附則第 15 条第 46 項に規定する市町村の条例で定める

割合の新設。その他、法改正に伴う所要の改正。 

施行日 公布の日 

 

□議第 77号 野洲市都市計画税条例の一部を改正する条例 

大津湖南都市計画区域が令和３年３月 30 日に都市計画決定（変更）され、課税区域とし

て定めていた市街化調整区域の一部が市街化区域に編入されたこと、また地方税法等の一

部を改正する法律が公布されたことにより、所要の改正を行う。 

・第２条 市街化調整区域の地区計画区域として課税対象区域に指定していた「細流の郷」

「小篠原台」「篠原駅前」「西河原字上ダイ地区」の４地区について、市街化区域に編入さ

れたため、第２条第１項第２号の規定を改正。 

・附則第２項～第４項 法改正による条ずれに伴う改正。 

・附則第６項～第 11 項 法改正に伴う所要の改正。【宅地等に対して課する令和４年度分

及び令和５年度分の都市計画税の特例】 

・附則第 12項 法改正による条ずれに伴う改正。 
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・附則第 13 項～第 15 項 法改正に伴う所要の改正。【市街化区域農地に対して課する都市

計画税の課税の特例に関する読替え規定】 

・附則第 16項～第 17項 法改正による条ずれに伴う改正。 

施行日 公布の日 

 

□議第 78号 野洲市まちづくり寄附条例の一部を改正する条例 

令和３年 10 月１日からふるさと納税の取組を新たに開始するに当たり、寄附者に対し寄

附金の使途（事業区分）をより分かりやすく明示及び追加する改正を行う。 

・第２条 寄附金の使途（事業区分）を明確にするため、各事業の条文の末尾に寄附金の

使途の分野が分かる名称を付加するとともに、新たに住環境の整備に係る寄附金の使途

を追加。 

施行日 令和３年 10月１日 

 

□議第 79号 野洲市地域ふれあい公園条例の一部を改正する条例 

開発行為に伴い帰属を受けた地域ふれあい公園１箇所を新たに追加するため、所要の改

正を行う。 

・別表中 「上ダイ公園」を追加 

施行日 公布の日 

 

４ その他 ５件 

□議第 80号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて（こどもの家） 

指定管理者を次のとおり指定することにつき、地方自治法第 244 条の２第６項の規定に

基づき、議会の議決を求める。 

①公の施設の名称 

野洲第一こどもの家 

野洲第二こどもの家 

野洲第三こどもの家 

野洲第四こどもの家 

野洲第五こどもの家 

野洲第六こどもの家 

野洲第七こどもの家 

三上第一こどもの家 

三上第二こどもの家 

北野第一こどもの家 

北野第二こどもの家 

北野第三こどもの家 

北野第四こどもの家 

祇王第一こどもの家 

祇王第二こどもの家 
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祇王第三こどもの家 

祇王第四こどもの家 

祇王第五こどもの家 

祇王第六こどもの家 

篠原第一こどもの家 

中主第一こどもの家 

中主第二こどもの家 

中主第三こどもの家 

中主第四こどもの家 

篠原第二こどもの家 

②指定管理者 

社会福祉法人 野洲市社会福祉協議会 

③指定期間 

令和４年４月１日から令和９年３月 31日まで 

 

□議第 81号 市道路線の認定について 

次の市道路線を認定することについて、道路法第８条第２項の規定に基づき、議会の議

決を求める。 

路 線 名 認 定 理 由 

上
かみ

ダイ１号
ごう

線
せん

 開発により帰属を受けた公衆用道路を認定 

上
かみ

ダイ２号
ごう

線
せん

 開発により帰属を受けた公衆用道路を認定 

上
かみ

ダイ３号
ごう

線
せん

 開発により帰属を受けた公衆用道路を認定 

上
かみ

ダイ４号
ごう

線
せん

 開発により帰属を受けた公衆用道路を認定 

六条
ろくじょう

工場
こうじょう

団地
だ ん ち

７号
ごう

支線
し せ ん

 開発により帰属を受けた公衆用道路を認定 

西ノ
に し の

川原
か わ ら

19号
ごう

線
せん

 開発により帰属を受けた公衆用道路を認定 

 

□議第 82号 令和２年度野洲市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

令和２年度野洲市水道事業会計未処分利益剰余金 230,319,772円のうち 100,000,000円を

更新事業の財源に充てるため建設改良積立金に積み立て、建設改良費に使用した

28,034,119 円を資本金に組み入れることについて、地方公営企業法第 32 条第２項の規定に

基づき、議会の議決を求める。 

 

□議第 83号 令和２年度野洲市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

令和２年度野洲市下水道事業会計未処分利益剰余金 381,377,138 円のうち 100,000,000 円

を企業債償還の財源に充てるため減債積立金に積み立て、企業債償還のため使用した
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200,000,000円を資本金に組み入れることについて、地方公営企業法第 32条第２項の規定に

基づき、議会の議決を求める。 

 

□議第 84号 令和２年度野洲市病院事業会計未処分利益剰余金の処分について 

令和２年度野洲市病院事業会計未処分利益剰余金 651,164,311 円のうち、160,000,000 円

を企業債償還に充てるため減債積立金に積み立て、66,000,000 円を将来の欠損に備えるた

め利益積立金に積み立て、100,000,000 円を建設改良費等の財源に充てるため建設改良積立

金に積み立てることについて、地方公営企業法第 32 条第２項の規定に基づき、議会の議決

を求める。 

 

５ 人事案件 １件 

□議第 85号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて 

下記の者を人権擁護委員に推薦したいから、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、

議会の意見を求める。 

記 

氏  名 住    所 生 年 月 日 

森
もり

 清
きよ

章
あき

   

※任期   令和４年１月１日から令和６年 12月 31日 

 

 


